
薩

港

侮

蔑

之

研

究
(
軍
事
的
驚

と
し
孟

聴
)

(
〟
)

太

田

喜

久

雄

緒

論

本

論

1
.
醗
淋
銚
雑
之
志
誠

二
'
位
牌
糾
鶴
之
紫
瓶

三
､
舵
淋
釦
壮
之
分
和

緒

論

(
イ
)

醗
謙
糾
楽
之
鮒｡:鶴

城
葬
と
鵬

場

人

口

と

戸

口

(
口
)
離
瀬
之
外
地
制
班

(
ハ
)
雌
締
出
之
職
能

培
地
と
糾
地

家

屋

兜
肺
の

形
態

他

の

弦
拓
と
の

位

際
の
閥
僻

(
イ
)盤
の
水
平
的
及
び
垂
虹
的
分
祁

(

口
)
粘
沖

以

前
の
淡
路
と
鶴

の
分
祁

(
ハ
)
.･蒜

政
雄
と
鵜

の
分
布

緒

論

此
産
に
述
ぶ
る
所
の
薩
醇
閑
と
は
､
天
蔽
十
五
監

置

望

見

州
平
定
以
後
､
明
治
維
新
は
至
る
島
津
氏
の
所
領

即
ち
現
在
の
行
政
匿
割
に
於
け
る
此
見
高
騰

l
圃
(薩
摩
'
大
隅
二
ケ
問
)及
び
宮
帽
聯
東
猪
豚
､
酉
語
順
､
北
語
順

の
三
郎
(
口
埴
圃
)を
包
含

す
る
地
域
竺

‡

も
の
で
あ
る
｡

此
地
域
は
地
質
構
瀧
上
よ
見

れ
ば
'
西
南
日
本
外
昔
に
威
し
'
九
州
山
系
基

盤
と
す
る
が
'
霧
島
火
山
丑
を

盟
主
と
し
て
九
州
島
の
南
部
よ
-
乾
は
南
方
海
上
に
磯
展
す
る
霧
島
火
忠

芸

中
に
噴
出
す
る
あ
-1
P
閲
見
､
出
水

隣
淋
榊
聴
之
桝
耽

喜ル

五



地

球

節

十

五
栓

節
北
銑

至
〇

六

南
限
山
脈
及
び
金
峯
山
塊
の
中
生
健
.
解

ノ
壕
山
脈
の
中
生
新
規
闇
.

壁
石
川
脈
の
第
三
期
暦
並
び
は
大
隅
牛
島
南

部
の
花
園
岩
等
の
夫
々

1
部
分
に
現
は
る
僅
少
部
を
除

き
､
其
大
草
は
火
山
衣
の
覆
ふ
所
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
従
っ
て

其
地
形
は
基
だ
茂
都
で
､
藩
境
は
兼
酉
は
連
る
囲
見
出
脈
､
南
北
に
亘
る
鰐

ノ
塚
山
脈
を
以
て
他
藩
と
接
し
､
岡
部

及
び
摘
郷
は
長

さ
海
岸
線
を
有
し
て
僻
弧
夜
自
然
の
障
壁
を
な
す
｡
内
部
は
薩
摩
の
北
部
に
出
水
山
服
連
か
P
薩
隅

の
境
に
は
火
-;
性
の
山
塊
嘱
起
し
､
霧
島
火
山
免
基
其
方
は
奪
え
､
大
隅
に
は
南
限
川
髄
の
此
見
島
轡
に
急
傾
斜
す

る
あ
-
､
虻
に
両
部
は
高
原
性
の
渚
峯
晒
属
し
て
海
岸
に
向
っ
て
断
崖
を
作
る
｡
薩
摩
牛
島
の
南
部
は
概
し
て
丘
陵

姓
の
姦
地
を
な
し
'
中
部
は
金
峯
山
塊
'
南
端
に
地
相
火
山
地
あ
-
､
叉
脱
見
島
轡
の
中
央
ほ
は
楼
島
の
噴
出
が
あ

る
｡

一
般
は
山
岳
丘
陵
に
富
み
､
火
山
次
の
競
顔
を
地
肇
に
は
接
触
作
用
盛
ん
は
行
は
れ
で
津
谷
を
刻
み
､
其
間
僅

か
に
大
日
､
都
城
盆
地
を
展
開
す
る
が
､
沖
積
中
野
は
至
っ
て
は
極
め
て
少
-
.
漸
-
川
内
川
､
万
瀬
川
､
新
川
p

肝
属
川
p
大
淀
川
等
の
主
要
河
川
の
末
流
に
磯
連
す
る
の
み
で
あ
る
｡
故
に
地
形
上
よ
旦
吉
へ
ば
'
洋
境
は
自
然
の

境
堺
を
な
す
も
､
内
部
は
必
し
盈

竺

な
る
地
形
匿
と
看
放
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
｡
又
束
候
上
で
は
南
日
向
､
土

S

位
､
配
伊
の
南
部
と
共
に

1
つ
の
南
海
気
候
匿
を
作
-
碍
べ
-
､
土
地
南
方
に
偏
在
し
､
黒
潮
の
沿
岸
を
洗
ふ
あ
-

高
温
多
糧
､
た
め
は
森
林
の
磯
蓮
著
し
-
.
南
部
に
は
熱
雅
樹
木
繁
茂
し
て
表
日
本
の
表
式
的
気
候
を
量
す
る
｡

定
は
人
文
的
景
観
上
よ
-
見
れ
ば
､
此
地
域
は
我
民
族
磯
群
の
地
と
し
て
政
も
古

き
歴
史
を
持
ち
､
醐
式
辞
東
征

後
は
熊
襲
'
隼
人
族
の
粟
す
所
と
在
-
､
我
囲
文
化
の
中
枢
よ
～,h遠
ざ
か
っ
た
が
､
鎌
倉
時
代
初
期
島
津
氏
の
守
護

地
頭
職
と
し
て
下
向
す
る
は
及
び
'

一
大
樽
糊
を
凍
し
た
｡
爾
来
明
治
維
新
に
至
る
長
年
月
に
瓦
-
､
此
地
は
剖
接

し
囲
堀
の
地
形
は
胡
囲
む
促
し
1割

.L
せ
る
統
飴
の
結
基
は
､
内
部
の
複
刺
な
る
地
形
的
障
時
は
753砲
ら
ず
､
言
語
ー



風
俗
､
習
咽
､
交
通
ー
観
鱗
等
禰
々
の
方
面
は
影
響
を
及
ぼ
し
､
所
謂
｢
三
州
｣
在
る
名
綱
の
下
は
-
魔
藩
相
と
言
ふ

山
人
文
地
坪
的
畷
域
を
構
成
す
る
ほ
至
っ
た
｡
之
れ
寛
人
｢
恋
｣
の
研
究
は
替
わ
､
薩
蒋
領
を
地
理
的

〓
望
<
と
し
で

探
-
た
る
所
以
で
あ
る
｡
荷
批
所
の
都
合
上
､
本
地
域
の
詳
細
な
る
地
文
的
記
載
を
省
-
が
､
讃
者
は
地
質
間
､
陸

地
測
量
部
二
十
菌
分

一
確
聞
図
､
正
常
分

1
地
形
間
等
を
参
照
さ
れ
た

い
｡

【
祉
】

(1
)
小
川
球
約
博
士

日
本
郎
品
地
質
雑
法
論

地
堺
雑
誌
妨
十

一
瞬

(2
)
耐
非
英

一
郎

耽
閥
に
於
け
る
親
僻
分
勅
に
つ
い
て

地
規
準
評
筋
節
四
谷

中
川
抑
三
郎

本
邦
気
位
搭
分
に
就
て

地
餅
郷
諒
解
十

一
時

本

論

｢

薩
藩
領
麓
之
煮
義

(
〟
)隆
藩
領
廉
之
譜
義

元
摩
元
年
源
粗
朝
天
下
を
続

1
し
て
幕
府
を
鎌
倉
に
開
き
､
正

然
た
る
武
断
政
治
を
施

し
'
守
故
地
班
を
任
命
し
て
荘
園
を
封
土
と
L
t
従
雑
の
家
人
､
郎
義
塾
じ
て
侍
と
成
る
に
及
ん
で
､
苗
に
荘
園
時

代
に
代
っ
て
封
建
時
代
の
出
現
を
見
た
｡
封
建
配
食
の
出
現
に
関
し
我
閉
居
任
地
班
挙
上
の
新
現
象
は
之

に
件
ふ
都

日

印
の
敬
蓮
で
あ
る
｡
常
時
地
方
豪
族
は
必
要
上
'
韮
-
敵
軍
に
封
旅
し
て
自
領
を
守

-,h程
べ

き
賓
客
の
地
に
城
郭
を

設
け
'
通
常
之
を
擢
ら
す
ほ
其
従
臣
の
住
居
を
以
で
し
た
.
私
に
又
城
主
は
此
限
ら
れ
た
る
国
縫
の
外
部
に
其
匡
属

川

た
る
蔑
民
を
佳
せ
し
め
た
.
所
謂
城
下
町
の
起
源
で
あ
る
｡
城
下
町
の
位
置
を
決
定
し
カ
主
事
を
園
子
は
要
害
即
ち

戦
略
地
相
撃
上
の
地
形
で
あ
る
が
､
此
時
代
の
初
期
に
督

っ
て
は
足
利
氏
の
足
利
､
新
田
氏
の
太
附
の
如
-
背
面
に

吋
を
負
ふ
た
酪
叉
は
屋
形
を
作
っ
て
ゐ
ね
に
過
ぎ
ず
､
其
後
織
田
信
長
は
依
り
t,J
安
土
の
築
城
を
見
た
が
､
何
れ
79

降
鴻
伽
兜
之
研
究

重
]

七



地

球

節
十
五
各

節
五
粉

雪
≡

八

川

山
地
の
地
形
を
利
用
し
た
山
城
で
､
共
栄
蕗
も
閥
東
の
｢
娘
小
尾
｣
叉
は
輔
軒
の
｢
山
下
｣
の
名
に
於
で
呼
ば
れ
た
僅
少

M

の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

い
｡
放
問
時
代
以
後
築
城
術
が
長
足
に
進
歩
し
､
城
の
形
式
が
簡
畢
在
る
城
葵
式
の
山
城
か

ら
卒
地
に
多
大
の
人
工
を
加

へ
ね
平
城
は
鼻
化
す
る
は
及
ん
で
都
市
の
出
現
を
可
能
と
す
る
に
至
っ
た
が
､
此
時
代

で
も
硝
多
-
平
地
は
陀
立
し
た
小
丘
に
天
守
閣
を
設
け
て
平
地
を
傭
順
し
得
る
地
域
を
占
め
て
ゐ
ね
｡
江
戸
時
代
に

州

入
-
築
城
の
粘
耶田
で
'

一
問

1
城
の
制
と
成
る
ほ
及
A
で
､
大
名
の
居
城
は
蔑
早
城
郭
と
言
ふ
よ
･C,
は
政
鹿
乃
至
邸

宅
た
る
性
質
を
宥
L
t
軍
事
的
た
る
よ
-
も
寧
ろ
政
治
踊
酒
乱
骨
的
意
義
を
持
つ
も
の
と
在
っ
た
.
然
る
に
苗
に
よ

-
城
下
町
の
前
身

｢
根
小
屋
｣

又
は

｢
山
下
｣
の
時
代
其
櫨
の
形
式
を
威
し
､
確
然
た
る
軍
事
的
訳
群
と
し
て
明
治

維
新
常
時
迄
其
機
能
を
凝
滞
し

た
も
の
即
ち
塵
肺
領
内
に
分
布
し
.
英
数
hTTT拾
有
飴
に
及
ぶ

｢
麓
｣
の
緊

路

で

あ

る
〇

･
稀
薄
の
｢
悲
｣
と
は
｢
根
小
屋
｣
､
｢
山
下
｣
と
同
様
､
｢
城
ノ
下
｣
､
｢
城
′麓
｣
､
｢
城
之
府
下
｣
の
意
味
で
､
島
津
家
の
｢

列

朝
制
度
｣
第
七
巷
に
t

.I
P
外

城
は
御
厨

城
外

'
訊
桝
に
有
之
倣
､

山
城
に
て
佃
､
御
尉
城
を
内
城
と
首
ふ
窓
に
て
､
訴
所
之
城
は
骨
外
相
之
城
と
申
儀
に
て
外
城
と
和
昭
倣

ふ
も
rrJ

鶴
､
然
粛

一
所
之
城
を
指
し
て
外
城
と
叩
唱
を
'

一
肝
之
地
を
惣
腔
外
城
と
哨
水
位
と
州
見
得
供
､
城
中
士
人
召
班
供
桝
を
府

下

と
哨
供
は
､

1

ふ
も
.r)

桝
之
本
肘
と
申
儀
に
て
町
有
之
､
千
今
古
代
之
城
取
に
郷
士
非
倍
供
肝
を
光
と
咽
供
､
城
之

下

又

は
城
之
脚
下
の
窓
な
る
べ
-
侠
'
常
今
は
城
も

如
:･之
侠

(
ぽ

'郷
と
被
州
改
倣
儲
鰐
朗
に
倣

叉
三
問
名
勝
間
食
第

一
怨
に
'

(
前
略
〕
共
外
城
ご
と
に
甘
史
を
:H=j
き
'
邑
約
を
山九
め
ら
れ
､
兜
を
他
流
餌
と
糾
す
.
他
州
に
て
は
'
郡
代
代
骨

の
任
所
を
､
陣
所
と

い
ふ
に
同
じ

外
地
踊
仲
の
排
水
を
'
俗
に
強
と
呼
ぶ
'
鬼
北
ハ古

(
城
の
あ
り
し
山
の
下
に
あ
れ
ば
な
り
｡



｢麓
｣
の
文
章
の
+il･詑
銀
に
現
ほ
れ
て
凍
る
の
は
ー
文
粕
ー
天
文
の
頃
か
ら
で
ー
穂
川
末
期
に
は
｢
府
本
L
I
｢
府
下
｣
と

言

ふ
文
字
を
も
普
て
は
め
て
ゐ
る
.
｢
府
本
｣
よ
-
｢聴
｣

は
晒
じ
ね
と
言
ふ
説
あ
る
も
疑
ほ
し
い
｡
｢麓
｣
と
は
恐
ら

-

は
中
世
群
雄
割
櫨
時
代
は
南
九
州
の
地
に
行
は
れ
た
豪
族
の
居
住
地
に
灘
す
る
呼
術
で
､
今
日
英
名
桐
の
大
字
叉
は

<U

Oり

外
字
其
他
の
地
名
に
魂
る
は
'(
和
良
薄
儀
人
音
盆
地
内
五
ヶ
所
の
｢撃

'ー
新
川
滞
額
球
磨
川
下
流
の
｢
淀
城
｣
､
及
び

佐
土
原
藩
領
内
六
ヶ
所
の
｢
聴
｣
､
並
び
に
儀
藩
領
内
官
給
八
ヶ
所
の
｢麓
｣
の
名
柄
で
あ
る
O
其
中
､
相
良
､
細
川
'

佐
土
原
閲
の
｢聴
｣
は
何
れ
も
名
柄
の
み
残
し
て
何
等
他
の
農
相
と
識
別
す
る
著
し
さ
も
の
無
さ
も
､
髄
滞
領
の
｢麓
｣

に
至
っ
て
は
只
形
式
の
｢
根
小
屋
｣
｢
山
下
｣
時
代
の
春
観
の
み
怒
ら
デ
､
其
内
容
は
最
も
統
制
rb
れ
た
る
軍
事
的
宋
落

E

s

と
し
て
春
L
t
遠
-
は
雁
馬
の
.
C
.)
.nia目
的
を
灘
に
せ
る
と
錐
も
西
此
利
並
に
於
け
る
韮
魔
呼
兵
の
屯
阻
ほ
79
此

J▲

す
べ
-
.
又
之
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
は
明
治
初
年
の
北
海
道
屯
EH
兵
制
皮
と
す
る
｡
然
ら
ば
何
故
に
健
棒
領
に
｢
麓
｣

の
春
槙
を
許
し
､
如
何
な
る
景
観
を
有
L
t
且
何
塵
に
分
布
し
た
か
､
之
を
地
排
撃
的
に
究
明
せ
ん
と
す
る
が
本
論

文
の
目
的
で
あ
る
｡

【
洗
】
(
1

)

三
浦
用
行
悼
士

(
3

)

小
川
疎
折
博
士

小
脚
武
i
J帥
ii

(
6
)

本
托
紫
綿
郎
博
士

(
8
)

i'=
‖
米
価
博
士

日
本
時
代
史

鎌

倉

人
文
地
秋
蝉
那
北

日
本
村
裕
放
吟

日
本
批
骨
組
研
史

(
2

〕

輔
別
棟
三
博
士

日
本
糎
訊
史
論

(
4

)

小

野

均

近
世
城
下
町
の
研
究

(5
)

大
和
伸
博
士

城
郭
之
研
究

(
7
)

大
日
本
古
文
沓
家
わ
け
節
先
州
･4
家
父
怒
之

一

大
日
本
地
名
郡
菖

大
槻
修
如
髄

節

路
並

(
9

)

熊
本
帖
求
鵬
郡
人
吉
町
#
,

同
郷
上
村
大
串
上
中
強
､
同
郡
久
米
村
大
串
久
雄
字
鶴
､
同
郡
岡
僻
村
大
字
岡
本
牛
鶴
'
同
村
大
字

･:={
原
申
渡

(
10
)

熊
本
懸
八
代
部
甘
地
村
･3票
;
鶴

(11
)

宵
崎
僻
見
似
聖

編

付
火
聖

二
約
や
札

ノ
元
,

同
部
三
川
村
人
中
上
三
財
字
間
'
同
郷
新
川

村
大
字
新
川
中
瀬
'
同
警

川
川
村
大

離
耕
軸
准
之
研
究

九



地
/~ヽ ( /~1
141312
＼ー ＼_r＼_-

球

節

十

五

各

節
五
眺

望

凹

1
0

宰
下
･:==
川
字
越
餌
場
'

同
部
都
於
部
材
大
字
都
於
邪
､

宮
崎
部
位
各
村
大
串
粒
之
的
申
出

小
川
疎
治
悼
士

箕
邪
推
史
地
訓
研
究
軌
範

満
蛾
調
査
報
せ
節
十
七
妃
代
露
文
組
係
の
研
究
納
期
枇
地
方
之
肺

臓
銭
調
査
先
料
第
五
綿
光
索
考

上
朋
撒
三
郎
博
士

北
湖
踏
屯
川
兵
制
肱

(
E3
)薩
藩
之
外
城
制
度

源
頼
朝
文
治
元
年
天
下
に
守
護
地
現
HLJ置
-
や
､
秋
八
月
威
長
子
忠
久
を
島
津
御
荘
下

司
職
に
､
翌
二
年
正
月
八
日
史
に
島
津
御
荘
絶
地
頭
職
に
任
じ
､
島
津
の
姓
を
輿

へ
て
南
九
州
の
地
に
造
は
し
た
｡

即
ち
島
津
氏
の
起
源
で
､
爾
水
魔
酵
置
腺
に
至
る
迄
賓
に
六
宵
八
扮
有
飴
年
の
長
さ
に
亘
-
､
子
孫
連
綿
と
し
て
利

的

頂

き
､
外
城
制
度
在
る
特
殊
の
畢
防
制
度
を
施
し
で
.
南
九
州
の
地
に
剖
癒
し
.花
の
で
あ
る
｡

川外
城
と
は
内
城
を
守
る
外
衛
之
城
の
意
味
で
､
内
城
即
ち
庇
見
島
本
城
を
中
心
と
し
て

一
再
有
飴
の
外
城
之
を
園

擁
し
.
以
て
各
藩
の
防
備
を
膝
は
し
た
7P
の
で
､
鞠
藩
は
見
る
城
郭
の
組
織
と
は
仝
-
其
趣
h
,典
ほ
し
､蘭
藩
に
於
で

は
仝
許
容
げ
で
之
れ
城
界
で
あ
り
､
其
城
門
は
問
頃
は
在
つ
ね
と
言

へ
る
｡
故
に
七
拾
飴
甫
石
の
大
藩
と
し
て
､
宛

然
穂
川
の

1
敢
闘
を
覆
し
た
皆
藩
の
本
城
庇
見
島
鶴
丸
城
に
は
天
守
閣
の
如
き
城
郭
設
備
を
放

き
｣
又
之
を
為
し
た

形
跡
p
文
献
も
無
-
'
両
も
其
れ
を
誇
-
と
し
で
ゐ
ね
の
で
あ
る
.
僅
か
に
本
丸
と
二
ノ
丸
と
よ
ら
成
る
所
謂
御
屋

形
造
-
で
あ
る
｡
元
凍
外
城
と
は
塩
見
島
木
城
の
外
箱
た
る

一
塊
を
指
し
て
'
其
地
名
に
よ
-
某
外
城
と
呼
止
で
ゐ

ね
の
で
'
例

へ
ば
高
岡
外
城
､
飯
野
外
城
と
言

へ
ば
高
岡
に
在
る

1
城
罪
'
飯
野
に
在
る

1
城
葵
の
意
味
で
､
高
岡

城
､
飯
野
城
に
他
な
ら
ぬ
が
､
後
世
で
は
焼
義
に
解
滞
rb
れ
､
其
城
は
附
属
す
る
地
域
を
絶
糾
し
て
基
外
城
と
唱
ふ

る
ほ
至
か
､
超
に
健
棒
の
行
政
区
割
と
在
っ
た
｡
史
に
近
世
外
城
を
改
柄
し

て基
郷
と
唱

へ
た
が
う
其
地
域
は
素
よ

-
罫
防
教
主
と
し
た
便
宜
上
の
も
の
で
'
成
狭
大
小
あ
る
は
言
ふ
迄
も
無

い

｡此
外
城
に
藩
士
を
配
置
し
､
衆
中
と



和
し
て
土
着
と
し
､
本
城
よ
-
任
命
派
遣
n
れ
た
る
地
鞘
が
衆
中
を
統
帥
し
た
の
で
あ
る
｡
外
城
の
主
機
た
る
城
罪

は
概
ね
胆
な
る
晩
翠
或
は
山
隻
に
止
-
､
城
主
及
び
守
備
の
武
士
は
別
に
其
両
虎
に
居
所
を
定
め
､
機
に
臨
み
p
鼻

に
臆
じ
て
其
塵
界
は
糠
で
敵
に
替

っ
た
も
の
で
'
両
も
此
等
は
有
水
家
族
制
櫨
の
城
罪
を
基
と
し
た
も
の
が
甚
だ
多

い
.
島
津
義
久
の
囲
分
城
'
新
納
忠
元
の
大
口
城
'
山
讐

巌

の
出
水
城
の
如

き
初
め
城
櫓
常
食
を
造
っ
て

其
虞

に
起
居
し
た
例
も
醜

い
で
は
覆

い
が
'
之
と
て
山
上
生
活
の
不
便
と
不
必
要
に
よ
ら
山
麓
に
下
-,
p
殊
に
元
利
慣
武

以
降

高

一
城
の
刷
に
則

-
､
悉
-
城
界
を
放
ち
､
其
山
変
が
外
城
を
支
配
す
る
地
頭
の
改
廃
の
所
在
地
と
成
少
､

衛
兵
た
る
衆
中
の
居
住
地
と
在
っ
た
の
で
あ
る
｡
庇
の
名
栴
あ
る
所
必
で
あ
る
が
'
其
居
住
地
昔
は
各
地
の
地
勢
其

他
よ
-,>推
し
V
.
恐
ら
-
外
城
組
織
の
始
っ
た
戦
闘
の
頃
よ
-
大

部
分
存
在
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡

然
ら
ば
外
城
制
度
の
創
成
期
で
あ
る
が
'
藩
親
忠
久
文
治
三
年
秋
九
月
九
日
薩
隅
旦

二
州
の
守
護
職
と
な
ら
'
其

封
内
に
は
鎌
倉
幕
府
よ
-,h絶
島
氏
を
最
初
と
し
て
幾
多
の
地
頭
職
相
続

い
て
補
せ
ら
れ
た
が
､
此
等
地
頭
の
子
孫
は

後
世
地
頭
制
の
弛
磨
す
る
に
及
び
で
も
依
然
其
勢
力
を
保
持
し
､
甘
栗
薩
隅
旦

二
州
の
地
に
分
属
せ
る
幾
多
の
豪
族

M

と
共
に
城
碁
を
築

い
て
之
に
腺
み
'
大
小
群
雄
剖
櫨
の
時
代
h
.現
出
し
た
｡
其
城
跡
の
数
も
ll膏

三
十
有
飴
の
多

き

に
上
る
｡
島
津
氏
は
次
第
は
諾
族
を
蹄
服
せ
し
め
､
親
ら
各
魔
に
地
頭
を
任
命
L
t
以
で
外
城
を
設
置
し
'
王
朝
時

代
の
屯
聖

ハ制
を
其
倦
庭
長
し
て
外
城
に
行

以'
漸
次
外
城
制
度
の
購
充
に
向
つ
て
努
力
し
た
が
､
其
親
ら
腹
心
を

M

地
頭
職
に
任
命
し
た
の
は
第
十

一
代
忠
昌
時
代
､
明
臆
四
年
蓮
川
氏
を
帖
佐
地
頭
と
せ
る
恕
噂
矢
と
す
る
.
次

い
で

川

北
郷
氏
を
曾
於
郡
地
頭
に
'
又
天
文
年
間
に
入
っ
て
は
清
々
之
を
任
命
し

てゐる｡
他渉
に
在
っ
て
は
士
農
分
離
の

料

確
然
と
成
ら
始
め
た
る
時
期
で
あ
る
が
､
健
藩
は
於
て
は
常
時
既
に

一
町
衷
よ
-
十
町
衆
に
至
る
､
農
兵
の
階
級
を

牡
鴻
榊
灘
之
研
究

書

云

〓



地

鎌

節
十
五
各

節
五
娩

蓋

ハ

一
二

作
-
､
平
時
は
田
舎
に
退
い
て
農
業
を
僚
せ
し
め
'

一
朝
有
事
の
際
は
武
米
を
携

へ
て
戦
場
に
向
つ
ね
の
で
あ
る
｡

外
城
制
圧
創
成
期
は
大
概
此
頃
と
皿
は
れ
る
｡
元
亀
三
年
H
州
木
崎
原
の
令
我
は
弧
豪
伊
基
氏

.1
故
地
に
余
れ
'
天

蕊
.171九
年
金
-
日
向
よ
-
豊
後
は
逃
れ
去
わ
､
島
挫
氏
三
州

一
統
の
事
業
成
る
ほ
及
ん
で
外
城
大
い
に
購
充
せ
ら
れ
､

C･C外
城
教
案
に
宵
珊
九
､
鷲
敷
九
十
二
を
算
す
る
に
至
っ
た
｡
其
後
島
津
氏
の
勢
盛
ん
に
､
一
時
九
州
を
席
巻
し
た
が
､

天
正
十
五
年
出
駐
秀
富
の
た
め
､
其
提
封
を
髄
鞘
ニ
ケ
問
澱
が
日
向
の
謝
膳
郡
に
阻
甚
せ
ら
れ
､
轟
き
は
九
州
全
土

∧り

ょ
-
連
れ
蹄
か
た
る
多
数
の
武
士
を
本
城
に
収
容
し
兼
ね

'ー
之
を
各
外
戚
に
配
置
し
､
更
に
慶
長
年
中
本
城
を
鶴
丸

城
は
定
め
､
小出
に
外
戚
制
度
の
確
立
計
見

る
ほ
至
っ
た
の
で
あ
る
｡

爾
兼
島
津
氏
の
閑
土
は
腐
藩
樫
膳
迄
塵
動
を

い
が
､
外
城
の
数
は
時
代
に
よ
-
槍
減
が
あ
っ
た
｡

託
鯨
に
依
れ
ば

寛
永
十

一
年
は
可
扮
式
(
内
'
私
碩
拾
九
を
含
む
)､
寛
永
十
六
年
に
八
拾
七
(
私
餌
を
除
-
､
我
領
数
不
明
)､
賛
暦

六
年
に
九
推
戴
(
私
偶
を
除
-
'
私
碩
数
不
明
)
､
天
保
十
四
年
に
官
給
式
(
私
筒
を
含
む
)､
穂
川
来
期
維
新
の
際
に

;･･3
拾
式
(
私
徹
を
含
む
)
'
其
後
分
離
併
合
改
名
等
行
は
れ
､
麿
藩
置
煤
の
明
治
四
年
に
音
容
(
私
閑
を
含
む
)
と
言
ふ

数
を
ホ
し

てゐ
る
｡
荷
安
永
四
年
鈍
磨
は
入
っ
た
顧
問
の
聾
者
砲
井
商
演
は
外
城
の
詩
を
賦
し
て
宵
武
を
数

へ
､
西

遊
雅
紀
の
筆
者
は
寛
政
元
年
に
宵
武
扮
飴
と
言
ふ
数
を
奉
げ
て
ゐ
る
｡
此
等
外
城
敗
の
塘
減
は
其
時
代
に
依
る
蘭
薄

行
故
障
劃
の
慶
速
で
あ
-
､
私
箇
む
併
せ
て
所
謂
外
戚
制
度
の
下
は
春
立
す
る
外
城
は
最
も
基
即
さ
れ
た
-
と
皿
は

れ
る
明
治
維
新
督
時
を
澱
少
隈
と
し
て
島
津
領
確
定
以
来
骨
に
育
有
飴
春
し
､
夫
々
狗
立
自
治
鍵
酒
の
下
は
薩
帯
の

軍
備
を
固
め
て
ゐ
た
も
の
と
見
る
乙
と
が
出
凍
る
｡

∩
統
∪

(1
)
枯
紳
脚
光

節
t
怨
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中
村
他
五
郎

馳
派
外
城
制
腔
の
桝
光

雄
史
地
伽
姉
北
十
篠
節
二
的
-
節
滋
十
二
令
姉
三
紙

三
的
銘
腸
相
e
=聖

怨

列
朝
制
臆
第
七
怨

(
4
)

･iZ
津
問
丸
節

ti
谷

三
川
令
勝
岡
骨

陳
隅
目
地
珊
基
考

隙
隅
望

而
仙

就

}

=
r

城
-=
水

禍
閥
鹿
城
堵
姉
十
二
怨

比
津
囲
史
節
十

二

怨

ti
..仙
川
:仙

列
朝
潮
姥
節
三
十
怨

(
7
)

槻
木
裾

一
博
士

日
本
経
机
史

(
9

)

入
水
保
父
韻

(

11
)

三
関
名
勝
脚
If=

際
隅
口
地
州
基
考

(
ハ
)薩
藩
欝
之
職
能

さ
て
外
城
と
は
内
城
を
守
る
外
術
之
城
の
意
味
で
あ
っ
て
見
れ
ば
此
制
度
の
眼
目
は
督
然

軍
防
で
あ
ら
ぬ
ば
琴
b
ĝ
.
其
組
織
は
外
城
の
守
賂
た
る
藩
公
任
命
竃

頭
､
守
兵
た
る
衆
申
並
び
に
純
珪
産
着
た

る
蛸
民
階
級
よ
-
成
る
0
地
班
は
世
襲
の
職
で
は
な
-
､
叉
必
L
も

完

の
任
期
あ
る
で
も
な
く

時
に
従
っ
て
任

命
交
替
し
た
も
の
で
,
皆
其
任
地
に
居
任
し
て
外
城
管
内
を
支
配
し
た
｡
衆
中
(
外
城
衆
中
､
又
は
郷
士
と
旦

烹

)

は

完

の
新
地
を
給
興
さ
れ
て

1麓
｣
中
に
土
着
し
､
平
時
は
自
ら
鍬
鋤
を
と
っ
て
耕
作
に
潜
る
が
'

盲

.i経
急
あ

ぴ
'')ころ
甲-
に
ん

れ
ば
武
器
を
携
え
て
戦
場
に
馳
せ
参
ず
る
を
以

て本
分
と
す
る
草
毒

農
で
あ
る
O
地
頭
の
下
に
朗
役
人
と
桐
す
る

A.sLつ
か
い

･J'し
･1り

与
あ

く
み
が
し
ら

嘘

､
年
寄

へ
義

損
目
)
､
典

頭

の
三
役
が
衆
中

よ-抜
擢
任
命
rb
れ
る
が
'
概
ね
家
筋

完

せ
ら
れ
､
殆
ど
世

襲
と
言
っ

てよ
い
○
嘘
は
外
城
は
於
け
る

.L
切
の
諸
藩
を
掌
-
､
年
寄
は
巡
察
監
硯
の
役
に
常
-1
.
奥
頭
は
衆
中
を

教
組
に
分
ち
,
萱

と
-

｡
三
役
の
下
に
は
外
城
の
状
態
に
臆
じ
,

郡
見
廻
､

山
方
見
廻
'
普
前
方
見
廻
p

櫨

方
槍
者
･
浦
役
等
が
あ
る
｡

遍

衆
中
の
平
時
の
任
務
は
文
武
の
道
義

ず
る
外
'
入
つ
Y
は
夫
々
農
に
従
事
し
て

佃,

鎮
計
を
営
み
p
出
雫

は
境
内
を
厳
戒
し
､
宗
門
改
め
･

課
枕
の
事
に
讐

.

問
境
に
は
閥
所
､

適
格
番
所
を
置

M

.

M

い
て
行
雄
の
検
索
､

孟

宗
及
び
耶
蘇
数
の
躍
禁
､

按
米
'

披
鏡
'
出
梅
､

人
身
質
買
其
他
輸
出
禁
制
晶
の
取
締

陳
蒲
糾
淡
之
研
究

蓋

≡



地

球

節

十
五
海

鮮
五

鍍

喜

八

l
四

m

を
す
る
｡

叉

沿
海

､

大
河
に
臨
め
る
外
城
に
は
各
要
所
に
津
口
番
所
'
異
閣
舶
遠
見
番
所
を
設
け
て
出
入
船
舶
､
貨

物
の
取
調
べ
を
行
以
'
歩

Ti
銀
を
課
す
｡
或
は
河
川
の
俊
雄
､
道
路
の
開
盤
､
橋
梁
の
架
設
等
の
平
和
的
事
業
に
碇

ふ
｡

.r･,い

｢盈
｣
は
居
任
し
程
る
階
級
は
武
士
及
び
其
家
族
と
下
男
下
女
に
限
与
､
｢
碇
｣
に
連
縛
せ
る
村
々
を
｢在
｣
と
科
し
､

まら

㈹

同
姓
之
は
盾
任
し
､
商
人
の
密
集
し
た
る
繁
華
の
地
を
｢
町
｣
と
言
以
､
左
裾
磯
連
せ
ぬ
朗
を
｢
野
町
｣
と
唱

へ
て
｢
町
L

M

と
匿
別
す
る
｡
沿
海
漁
家
の
基
令
せ
る
朗
を
｢滴
｣

叉
は
｢浦
｣と
栴
L
t
特
別
在
る
取
扱
以
を
を
す
｡
さ
れ
ば
藤
津
の

居
住
地
昔
は
婁
害
の
地
に
任
せ
る
｢庇
L

kt･(
る
特
椎
階
級
の
党
落
と
之
は
附
随
せ
る
｢
准
｣
｢
町
L｢
浦

｣
等
の
蕉
産
階
級
の

栄
群
と
よ
-
成
る
｡

∩
thlL:
LJ

'sJ' 古 T T
㌔_ノ ＼ノ ) )

列 巌 列 列
朝 臆 朝 潮
制 二 制 制
.11111-;J:II.t ,J1-i'
節 五 節 筋
十 )J一･六
二 滞 -ri.t怨
谷 令

(
2

)

列
朝
制
鹿
餌
十
二
怨

(
3

)

列
朝
制
度
節
七
谷

(
5

)

茄
永
立
坪
拡
月
梅
津
舛
彬
手
番

常

平

身
大
志
北
魁
考

(7
)

適
昭
錬
第
七
怨

敵
諦
政
嬰
放

列
糊
制
皮
節
七
塔

迫

昭

撒
節
八
怨

(
9
)

列
朝
制
腔
第
十
二
怨

こ
'
薩
蕃
領
潜
之
景
観

城

碁

と

馬

場

城
案

外
城
の
原
義
に
よ
る
主
睦
む
な
す
も
の
は
城
郭
で
あ
る
が
'
既
述
の
如
-
僅
か
に
塵
を
築

い
た
-;
罪
で
､

此
見
島
本
城
と
同
様
に
天
守
閣
'
楼
門
等
建
設
の
形
跡
文
献
は
無

い
.
又
外
城
制
度
確
立
後
､
賓
我
に
伏
さ
れ
て
屠

ら
ず
.
現
今
で
は
城
山
の
名
の
み
頻
る
ほ
過
ぎ
な

い
が
､
其
地
勢
か
ら
兄
y
l殆
ど
居
住
の
飴
地
鈍

さ
も
の
が
多

い
｡鼻

に
腰
じ
七
城
罪
に
掘
っ
た
も
の
.i
J､
居
住
地
昔
と
し
て
｢鎗
｣
の
舶
糠
田
に
古
さ
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
0
｢
麓
｣
の
地
形



は
其
呼
幕
の
井
本
す
る
如
-
僅
少
の
例
外
を
除

い

て背
面
に
嶺
山
A
J持
ち
､
歯
面
鼻
轟
の
蝿
と
占
め

V
､
鬼濃
J
軽

便
な
る
A
J特
枚
と
す
る
｡
島
津
時
代
の
城
は
沌
骨

]
ケ
城
で
あ

る
が
､
先
代
の
繊
欝
と
し
て
徴
収
の
城
と
肘
定
に
有

固 辞

場馬の義町並帝不良姶

『 二 第

義町虫薄暮A蛤

す
る
は
珍
ら
し
と
せ
ず
'
両
も
使
用
の
年
代
塀
に
よ
A
其
績
幕
の
未
年
に
低
下
し
っ
J
あ
っ
た
乙
と
は
弟
妹
多

い
同

額
で
あ
る
.
此
手
は
島
津
時
代
暮こ
て
も
都
城
'
高
山
'
『
分
'
川
纏
等
の
城
跡
養
蓬
と
見

て明
か
に
格
構
し
得

る
.

4
糠

傷

義

之

軒
先

上乗

一五



血

球

第

十

先
程

約

五

批

蒜

0

〓
ハ

従
っ
て
｢
就
｣
の
移
噂
も
考

へ
ら
れ
､
素
人
の
如
き
｢
薦
麓
｣､

｢
麗
｣
の
身
柄
n
ぇ
今
に
行
は
れ
､
太
平
の
世
縛

き
て
幕

末
移
晒

さ
れ
た
る
下
三
僕
郷
の
｢
磯
｣
は
於
で
は
超
は
城

を
独
-
ほ
至
ウ
ね
｡

馬
場

.現
今
交
通
路
と
し
て
は
必
質
以
上
に
幅
焼
き
縛
路
の
あ
る
は
馬
場
の
名
機
-
で
､
練
武
場
と
し
て
必
ず
各

｢
澄
｣
に
作
ら
れ
た
往
時
の

M
a
in
S
tre
et
で
あ
る
｡
大
小
長
短
､
英
数
に
至
っ
て
は

｢
鹿
｣
の
挙

路
と
し
て
の
大
小

に
依
る
｡
現
今
で
も
基
馬
場
と
言
ふ
名
編
が
行
は
れ
で
ゐ
る
｡
叉
防
敷
工
事
が
此
馬
場
に
加
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
も

著
し

い
特
徴
と
し
て
各
所
に
散
見
し
程
る
｡

宅

地

と

耕

地

宅
地

宅
地
面
積
の
政
少
限
度
は
蔑
業
の
性
質
は
よ
わ
決
定
さ
れ
'
其
澱
も
蛮

さ
を
要
す
る
も
の
は
農

家

で

あ

る
｡

｢
庇
｣
在
任
の
衆
中
が
草
士
卒
農
と
言
ふ
こ
と
は
匿
接
其
宅
地
の
旗

ruに
踊
係
す
る
.
鹿
見
島
城
下
士
の
屋
敷
は

平
均
七
畝
と
古
凍
綱
せ
ら
れ
た
が
､
土
地
の
此
校
的
洞
浬
に
あ
わ
た
る

附合
の
支
配
階
級
と
し
て
'
母
屋
､
腕
､
小

屋
並
び
に
少
し
富
裕
在
家
に
は
土
減
が
あ
-
､
若
干
の
廃
除t
と
畑
地
を
包
含
し
た
宅
地
面
積
は
雷
魚
城
下
士
の
其
れ

T
ら
庚
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
.
明
治
三
年
薩
藩
布
達
令
に
依
れ
ば
､
一
般
に
五
胡
歩
を
阻
む
と
す
る
も
､
｢
麓
｣

は
於
で
の
み

1
反
歩
む
眼
圧
と
し
て
許
rb
机
､
他
人
名
義
を
以
て
之
に
併
各
し
､

一
因
の
屋
敷
を
構
ふ
る
rJ
と
を
図

-
禁
じ
ね
が
､
此
布
達
令

は
軍
資
上
行
は
れ
で
ゐ
夜
か
つ
ね
や
う
で
あ
る
｡
飴
-
僅
少
の
例
で
全
部
を
推
す
わ
け
に

は
ゆ
か
肘
が
'
吾
人
の
探
訪
し
た
る
地
方
の
償
家
と
挿
す
る
首
四
十
八
月
の
平
均
数
六
百
二
十
四
坪
､
敢
大
四
千
七

雪

軍

二
十
四
坪
は
及
ぶ
7P
の
が
あ
る
｡
鹿
見
島
､
宮
崎
両
煤
の
平

均
宅
地
面
積

は
明
治
十
六
年

度

蒐

見

島
宵
三
十

7

坪
､
宮
崎
二
宵
四
十
九
坪
､
大
正
十
三
年
庶
政
兄
鳥
宵
二
十
七
坪
､
宮
硝
石
四
十
三
埠
を
計
上
し
､
金
岡
的
ほ
怖
々



中
枠
は
属
す
る
が
､
｢
聴
｣
の
宅
地
面
積
は
｢
在
｣
は
此
し
造
か
に
朗
-
r
従
っ
て
此
統
計
よ
-
も
戯
-
､
又
水
田
に
乏

し
-
､
耕
地
の
大
草
が
畑
地
で
あ
る
乙
と
79
宅

地
面
積
の
焼
き
は
観
係
し
凍
る
こ
と
と
息
ふ
が
'
何
れ
に
し
ろ
適
確

な
統
計
無

さ
む
遺
憾
と
L
t
後
日
の
研
究
に
待
つ
こ
と
と
す
る
｡

耕
地

外
城
衆
中
の
撒
制
に
は
三
種
あ
か
'
(
こ

郷
相
の
門
地
よ
･Jl
牧
ひ
る
知
行
高
と
仙旋
地
と
し
て
滞
よ
か
揮
発

地
を
給
せ
ら
る
も
の
p
(二
)
御
減
光
の
中
よ
-
支
給
せ
ら
れ
る
切
米
と
浮
免
地
を
給
せ
ら
る
7SP
の
'
≡

)
搾
免
地
の

み
む
給
せ
ら
る
も
の
で
'
小
身
衆
中
は
≡

)
は
属
す
る
も
の
多
-
､
中
土
革

袋
と
柄
す
る
も
､
親
ら
織
物
を
と
っ
て

b
に
ん

鼠
に
出
た
も
の
は
此
等
身
介
低

さ
79
の
で
､
上
位
の
者
は
概
ね
下

人

(

百
姓
)を
使
っ
て
耕
作
に
常
ら
し
め
ね
.
通
昭

蝕
第
七
怨
(資
暦
五
年
)御
家
中
分
限
之
革
に
依
れ
ば
'
外
城
士
中
宮
石
以
上
六
十
二
人
七
九
十
九
石
以
下

一
帯
六
千

八
人
､
又
外
城
士
組
数
二
常
二
膏
九
十
七
人
中
'
地
方
櫨

1
寓
五
千
七
十
人
'
切
米
倭
六
百
五
十
人
'
無
裸
四
千
五

百
七
十
七
人
で
あ
る
｡
搾
免
地
は
衆
中
給
養
の

1L
資
源
で
あ
･Q
､
粗
米
の
納
入
を
要
し
覆

い
'
革
質
上
の
私
有
で
あ

る
｡
其
他
耕
地
乏
し
き
場
各
は
抱
地
と
桐
し

て'
願
に
ょ
身
新
に
山
野
の
開
墾
を
許
し
､
又
永
作
地
と
科
し
て
竹
木

を
伐
採
､
栽
槌
せ
し
め
'
若
干
の
租
税
を
上
納
せ
し
め
て
其
私
有
を
許
し
カ
｡
官
姓
に
は
永
作
は
許
さ
れ
た
る
も
田

川

地
の
私
有
は
許
さ
れ
ず
､
門
割
制
度
の
下
に
限
ら
れ
た
る
土
地
を
耕
作
し
た
は
過
ぎ
無
か
っ
た
｡
魔
藩
に
於
け
る
士

農
の
著
し
5'揺
酒
上
の
懸
隔
で
あ
る
｡
然
る
に
士
族
土
地
私
有
の
弊
薯
を
生
じ
'
明
治
三
年
に
雫

ch
'
其
知
行
高
最

高
限
五
十
石
と
し
､
抱
地
は
自
作
地
と
綱
せ
し
め
tJr
自
己
居
住
の
地
に
於
で
四
町
歩
を
限
っ
て
所
有
せ
し
め
'
他

郷
に
自
作
地
の
所
有
旦
許
ru在
か
つ
空

相
些

二
雅
の
碓
制
の
未
だ
行
は
れ
夜
か
つ
力
戦
岡
時
代
の
武
士
の
耕
地
は

入
水
院
文
藩
に
依
れ
ば
平
均
二
町
入
皮
歩
､
其
中
､
浮
免
地
平
均

一
町
五
反
歩
で
あ
る
｡

醸
滞
納
聴
之
耶
究

TZ1珂
]

l
七
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間 取 間 ノ 屋 家 族 士 茂 A

(収附掩 氏剃 忘却牛 町作イ欄 潤 日)

IL l'::
i･T.rri

( ′一ヽ (

3 2 1

＼_ノ しノ 〕

ニ

冠
室

小
川
採
油
博
士

*
;
T北
林

小
野
武
夫
博
士

家

屋

】
八

人
文
地
槻
撰
那
究

日
本
氏
家
兜

岱
餓
鬼
抱
頂
門
別
制
度

間
取

交
通
磯
組
の
聴
連
は
本
地
域
内
に
も
新
し

い
様
式
の
廻
築
を
促
し
'
次
第
に
地
方
的
特
色
が
失

は
れ
で
兼
ね
が
､
未
だ
所
に
よ
っ
て
は
朝
皆
は
葡
態

を
増
し
て
音
の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
が
出
凍
る
.
｢
麓
｣

の
武
家
局
数
を
探
訪
し
､

古
老
の
言
と

結
合
し
た

結
果
大
髄
其
間
取
の
横
式
整

遍

は
分
け
滞
る
と
瓜

ふ
｡
最
も
簡
単
を
四
阿
中
人
で
あ
る
C

A

｢
田
｣
字
型
の
長
屋
式
の
79
の

B

｢
田
｣
字
型
の
鍵
造
-
の
79
の

何
れ
も
セ
イ
ヴ

(
正
座
'
客
座
敷
で
オ
モ
チ
と
旦

二日

A
)
､
ゲ

ン
カ
ン
ノ
マ

(玄
踊

ノ
間
)
､
ナ
カ
ユ

(
義

朗
)､
ナ
ン
ド

(
約
1月
､
物
置
)
よ
り
成
-
､
B
頻
は

A
轍
に
比
し
間
数
が
多

い
｡
之
に
大
部
分

コ
ザ

(
小



間 取 間 ノ 屈 家 族 士 麓 B

(岨制宅代菊池川JITiド=HJ一訓-1Mr水川那水川)

1
Tm

人言押1了 LP' ー 1 -.トか (, .t FL !一.EL杓.

風九~瓜tl, ･LP

オ 1LqI いtt.､ア 3'l 川 土間l

〟X

雌
､
隠
居
部
屋
等
ほ
M川ふ
)
を
具

へ
て
ゐ
る
O
A
B
両

瓶
の
差
異
は
貧
富
の
帯
皮

､
家
族
の
人
数
等
ほ
よ
-
壁

じ
た
も
の
な
る
も
'′
素
よ
-
其
轟
皮
は
確
然
と
し
た
も

の
で
は
無
か
っ
た
ら
し
い
.
｢
在
｣
の
百
姓
家
は
A
類
又

は
其
史
に
簡
略
な
間
取
で
､
B
類
に
屠
す
べ
p
uも
の
は

な

い
｡
現
今
建
て
ら
れ
る
本
地
域
の
民
家
も
普
通
は
A

類
に
属
す
る
Lも
の
で
あ
る
｡
B
棟
の
著
し
い
鮎
は
舵
見

島
叉
は
他
の
外
城
よ
み
の
使
者
の
旅
宿
に
皆
て
る
た
め

に
セ
イ
ザ
の
次
に
と
カ
ヱ
ン
マ

(
捲
間
'
槍
間
と
も
言

払
.
必
ず
四
農
政
)
を
有
す
る
こ
と
で
.
A
漁
に
も
之

が
少
い
｡

｢
在
｣
の
民
家
に
は
其
必
要
を
観
め
な

い
｡
A
B

爾
頼
北
ハに
セ
イ
ザ
ほ
は
大
小
二
つ
の
床
を
有
し
､
｢
在
｣

に
は
小
床
の
あ
る
の
は
稀
で
あ
る
.

ナ
カ
エ
は
概
し
て

一
段
と
低

い
.
B
瓶
は
於
て
は
史
に
ナ
カ
エ
が
鍵
型
の

郎

一
也
を
覆
し
､
其
間
を
板
問
で
連
続
す
る
｡
此
虞
¥
7

卵

ノ
マ
(
樋
ノ
間
､
叉
は
撮
間
)
と
言
ふ
.
薩
鰭
で
は
鍵

の
内
向
が
門
の
方
を
向
-
を
特
徴
と
L
t
隣
滞
伊
東
藩
で
は
士
屋
敷
は
殆
ど
鮎
型
在
る
も
､
薩
藩
と
は
反
封
は
鶴
の

隣
鴻
糾
准
之
桝
究

);.LtiTT1

1九



地

.A

.

節
十
五
令

姉
五
紙

責

凹

二

〇

外
面
が
門
側
に
向
以
'
相
良
滞
､
細
川
藩
ほ
も
鶴
型
､
∩
聖
､
･
E
型
等
の
-
ど
遣
-
が
磯
達
し
で
ゐ
る
が
'
此
憎
で

は
内
宙
が
蕨
藩
同
機
内
側
は
向
以
て
ゐ
る
｡
客
用
及
び
家
人
用
二
個
の
櫨
が
切
ら
れ
て
ゐ
る
rJ
と
は
A
FP
両
軸
典
に

北
ハ通
で
あ
る
｡
又
天
井
は
共
に
セ
イ
ず
､
グ
ン
カ
ン
ノ
マ
を
除
-
外
､
張
ら
れ
無

い
が
'
之
は
米
俵
等
農
産
物
貯
蔵

の
た
め
天
井
を
利
用
す
る
た
め
で
あ
る
｡
厩
は
必
ず
別
棟
と
し
､
農
業
用
に
隼
HTJ
.
叉
軍
事
用
を
兼
ね
て
馬
h
f養
っ

て
ゐ
た
が
､
母
屋
の

1
部
は
鹿
を
置

い
た
例
は
本
藩
で
は
無

い
や
4r

で
あ
る
｡
土
間
は
錐
業
の
捕
係
上
相
腰
に
頗

い
.

H

間
取
の
上
で
は
日
本
の
他
の
農
村
と
著
し
い
遊

び
を
認
め
難
-
､
家
の
向

き
も
南
'
東
南
､
閣
南
向
き
で
､
他
地
方

7リ

と
興
っ
て
ゐ
る
と
は
恩
は
れ
ぬ
.
只
束
候
の
閥
係
上
'
家
作
の
上
に
之
に
鴻
合
し
た
設
計
が
加

へ
ら
机
で
ゐ
る
｡
(
土

ゆ
か

壁
は
士
減
の
他
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
-
､
必
要
を
場
合
は
蚊
壁
を

用以
､
床

下
が
比
較
的
商
-
､
且
つ
張
ら
れ
て
無

い
乙
と
も
叉
｢
閏
し
辛
型
間
取
は
障
子
､
襖
を
取
離
せ
ば
容
易
は
明
難
し
と
為
し
得
る
鮎
等
温
度
､
温
度
､
風
等
を
顧

慮
は
入
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
｡

屋
根

殆
ど
四
阿
､
厳
格
隻

白
へ
ば
四
阿
革
茸
庇
克
茸
で
､
庇
h
走

で
寄
-
の
は
近
世
相
常
に
古

い
や
う
だ
が
､

金
部
革
茸
は
飴
滞
貨
1月
の
家
で
無

い
と
や
ら
夜
か
っ
ね
と
言
は
れ
る
｡
稀
に
｢
つ
の
や
｣
が
あ
る
.
母
屋
の
棟
は
間
取

の
具
合
に
よ
か
一
棟
又
は
二
棟
で
､
棟
で
分
数
す
れ
ば
､

Ⅰ

凹
竺

桃

H

四
阿
二
桃

a

二
様
芳

一l

b

ニ
椛
宋

｢

m
つ
の

や

｢

間
取
A
瓶
の
も
の
は
全
部
Ⅰ
類
に
属
し
､

B
頻
は
H
頻
の

a
tb
及
び
H
に
分
骨
ら
れ
る
｡
Ej
頻
の
分
布
範

囲
は

一

概
隻

p
へ
な

い
｡
但
所
に
依
-
棟
を
合
せ
る
監

心
む
習
慣
に
b
粗
を
避
け
る
こ
と
が
あ
る
｡
m
瓶
は
藩
の
北
境
及
び

大
潮
高
山
地
方
に
之
を
見
る
が
敗
は
甚

だ少
い
｡
｢
つ
の
や
｣
は
北
九
州
に
多

い
形
式
で
､
憩
-
-
は
其
影
響
を
受
け



ね
,p
の
だ
ら
う
が
､
或
は
幾
臣
秀
音
に
依
-
島
津
領
が
限
定
ru
れ
た
時
､
各
地
に
配
置
し
た
北
九
州
の
武
士
の
子
孫

が
故
郷
の
懲
智
を
墨
守
し
て
ゐ
る
の
で
は
無

い
か
J
J
考

へ
る
の
は
臆
測
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
沿
｡

尾

根
の
葺

き
方
に
は
次
の
三
通
-,Lが
あ
る
.

Ⅰ

大

珊

滞

日

小

狐

茸

=
長

税

罪

Ⅰ
頬
は
大
隅
の
東
半

分
,
薩
摩
の
出
水
､

伊
作
海
岸
地
方
に
見
る
｡
此
分
布
は
九
州
東
海
岸
に
著
し
-
､
棟
を
特
に

丈
夫
に
す
る
た
め
萱
叉
は
義
で
数

ヶ
所
結
び
目
を
太
-
結
ん
だ
も
の
で
､
空

風
､
風
の
儲
係
に
'
後
に
は
袈
飾
的
意

味
も
加
っ
て
聴
連
し
た
も
の
だ
ら
う
と
瓜
ふ
0
千
木
の
型
を
磯
す
も
の
と
見
る
可
-
'
猫
の
数
は
奇
数
と
限
ら
れ
て

ゐ
た
が
現
今
で
は
乱
刺
に
な
っ
て
ゐ
る
○
以
前
は
恐
ら
-
粂
藩
之
机
で
t

H

粗
は
材
料
の
臓
係
か
ら

Ⅰ

が
簡
略
に

な
ら
,
形
ば
か
り
猫
を
裁
し
て
ゐ
る
も
の
と
瓜
ふ
○
都
城
盆
地
よ
-
相
良
捧
境
の
川
内
川
上
流
地
方
は
多
-
見
掛
け

る
･
Ⅲ
強
は
=
向
境
を
除

!

股
に
分
布
す
る
型
で
､
穂
川
末
期
か
ら
の
も
の
ら
し

い
｡
相
良
滞
､
細
川
藩
及
び
北

九
州
も
長
棟
で
あ
る
が
､
棟
の
撹
乱
の
角
皮
は
薩
藩
の
も
の
と
著
し

い
差
異
を
見
る
｡
側
面
か
ら
見
た
時
に
薩
藩
で

は
八
聖
で
あ
た

他
藩
で
は
A
型
で
あ
る
0
肥
薩
の
問
境
'
境
川
む
爽
ん
で
'
犬
猫
葺
と
長
棟
茸
A
型
の
塑

止
は
典

軌
で
あ
る
.
伊
東
藩
は
全
部
大
猫
茸
､
問
境
を
越
え
て
健
棒
値
に
入
れ
ば
大
柿
茸
は
次
第
に
減
少
す
る
｡

屋
根
の
傾
斜
は

貯
-
oa
で
'
北
方
よ
品

方
に
至
る
に
捉
以
勾
配
が
鈍
-
な
る
や
う
に
息
ふ
が
'
統
計
的
発
表
は

後
日
に
譲
る
｡
又
棟
が
軒
に
此
し
著
し
-
短

い
の
が
目
に
つ
-
.

屋
根
を
茸
-
材
料
は
茅
を
上
等
と
し
･
次
い
で
菱
､
蜜

尭
で
あ
る
が
､
材
料
不
足
か
ら
近
年
は
多
-
蜜

免

む
用以
､

犬
猫
茸
は
次
第
に
減
じ
､
甚
だ
し
さ
け
至
る
と
喪
鉛
で
覆
2
'
苗
術
地
は
火
災
の
危
険
よ
ゎ
懲
悪
を
失
っ

て急
激
に

陳
淋
糾
倣
之
桝
光

三
望

≡



i
.･.

f:if

節
十
北
港

節
FrTIJ
独

話

パ

二

二

瓦
葺
に
埠
化
し
っ
ゝ
あ
る
｡

門

｢
蛮
｣
と
｢.荘
｣
の
民
家
を

'E兄
識
別
用
凍
死
の
は
門
の
有
無
で
あ
る
｡
今
日
で
こ
そ
富
裕
の
百
姓
に
は
門
の
構

え
を
な
す
も
の
も
出
来
て
水
た
が
う

藩
政
時
代
は
門
は
士
分
に
限
る
も
の
と
さ
れ
p
雨
も
其
門
は
非
常
に
求
人
ぜ
ら

れ
て
'
付
屋
の
貧
錫
さ
に
比
し
堂
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
母
屋
は
革
茸
で
7;
門
は
克
茸
で
し
た
の
も
あ
る
｡
門
の

形
式
は

一
般
に
高
騰
門
が
多
-
'
地
頭
其
他

一
二
高
雌
の
家
に
は
長
屋
門
を
有
す
る
も
の
あ
わ
､
又
輩
腎
門
､
四
脚

風
車
醤
門
も
散
見
す
る
｡
必
ず
iE
門
と
中
門
が
あ
-
､
中
門
を
開
け
ば
庭
園
を
通
し
て

候
に
正
座
敷
は
上
れ
る
や
う

に
な
っ
て
､
上
棟
の
客
の
み
此
門
数
-
ぐ

つ
た
｡
母
屋
は
改
造
し
て
7P
此
門
の
み
は
常
態
を
磯
し
て
み
る
所
が
多

い
｡

つ
つ
･,'}こ
い

正
門
の
横
は
客
用
の
便

所

の

あ
る
こ
と
79
面
白

い
｡

き
ん
ら
く

垣

各
戸
の
境
外
線
を
劃
す
垣
は
整
然
た
る
も
の
で
p
亦
他
の
農
村
と
識
別
ruれ
る
｡
材
料
は
金

竹

'

椿
p
柚
子
七

九
石

を
積
束
ね
た
も
の
､
衣
石
の
切
石
等
で
､
金
竹
が
政
も
多

い
O
切
石
塀
は
以
前
は
上
棟
の
家
格
の
7P
の
ほ
限
ら

れ
た
や
う
で
あ
る
が
p
近
時
の
傾
向
と
し
て
之
を
用
ふ
る
も
の
が
多
-
在
っ
た
.
捜
我
と
材
料
の
関
係
で
あ
る
｡
金

竹
は
火
縄
銃
の
原
料
と
し
て
軍
事
的
意
義
も
有
す
る
｡
垣
は
又
屋
敷
内
の
中
門
の
所
に
も
あ
-
､
之
が
た
め
宵
は
内

部
を
見
透
せ
無

い
や
う
に
在
っ
て
ゐ
る
｡
焼

5'掲
場
の
両
側
を
同
人
で
購

い
宅
地
p
古
風
在
門
構
え
､
整
然
た
る
垣
､

如
何
に
も
静
寂
在
京
の
武
家
生
活
が
偲
れ
る
｡
南
閲
的
気
候
の
闘
係
で
あ
ら
う
､
宅
地
内
の
樹
木
が
亭

々
と
繁
茂
し
､

防
風
林
と
成
-
､
近
東
採
光
其
他
で
切
-
開
か
れ
る
が
､
兼
だ
森
の
村
と
言

ふ
戚
む
減
-
典

へ
る
｡
之
は
平
地
の
栄

群
に
も
見
ら
れ
る
｡

廃
園
と
氏
紳

庭
園
を

舟
っ
乙
と
は
叉
士
分
の
特
徴
で
ー
セ
イ
ザ
か
ら
兄
近
し
の
つ
-

一
角
に
氏
榊
を
立
派
に
怨



る
こ
と
79
著
し
蒜

で
あ
る
0
其
偉

世
も
大
讐

定
し
て
屠
-1
,
空

間
の
盛
大
夜
祭

ハ基

げ
る
乙
と
7品

何
に

79
武
士
の
蕉
活
ら
し
い
｡

【
fii】

甘 す す T
) ) ) ＼J

中
人
凹
ツ
是

(曹

慕

是

採
鉱
虹
)､
十
萎

間
切
(
今
裂

郎

是

の
民
家
)
に
同
じ
｡

賑
目
元
赤

口
本
代
･Li
兜

今
利
次
郎

日
本
の
民
家

1
盟

諾

赫
完

以
水
土
塊
を
川
ひ
ぬ
と
の
伸
あ
り
Q

ダ
ゴ
(
港
El
光
琳

日
本
拭
家
豊

川
水
地
方
で
は
之
を
｢
う
ま
｣
と
亨

霊

人

口

と

1A

口

薩
藩
に
於
け
る
人
口
翌

は

高

宗
,
耶
霊

の
慧

に
附
随
し
這

つ
-

の
で
,
宗
門
改
め
の
結
果
.
義

は
於
け
る
豊

敏
は
天
蓋

箕

十

高

七
三

ハ
望

十
栗

､
霊

十
二
笑

十
毒

三
千
吉

九
十

l
<
､
文

政

九
箕

十
六
慧

千
百
四
十

一
人
､
其
中
､
外
城
衆
中
数
は
-

十
六
竺

常
二
千
害

半

天

'
鷺

六
年

二
讐

宵
九
十
七
人
､
文
化
四
年
毒

八
千
七
要

人
､
叉
通
昭
錬
讐

禦

年
代
不
明
)
猛

れ
ば
毒

七
千
書

四
十
三
人
､
舵
見
島
城
下
の
人
口
十
菌
以
下
J
J空

､
少
-
と
叉

十
票

の
合

が
蒜

に
分
布
孟

'
約
毒

の
常
備
軍
が
各
外
戚
に
配
孟

た
も
の
と
考

へ
ら
る
○
各
外
城
配
置
の
衆
中
敷
及
び
其
給
地
高
等
に
ょ
泉

城
に
大

い

中
小
の
閲
別
が
あ
っ
駕

の
ら
し
-
p
之
芙

笠

間
の
誌

麗

え
-

る
.
大
外
城
誌

這

略
々
老

人
乃

至

千
九
更

,
中
外
城
に
-

貫

入
乃
至
悪

日人
､
小
外
城
に
-

二
-

乃
至
四
軍
人
の
人
数
で
あ
っ
窒

う
で
あ
る
0
少
数
の
極
-
小
身
に
姦

し
き
-

､
叉
は
島
津
家
以
前
の
家
族
の
鷹
匠
に
姦

落
せ
る
畠

は
庶
民

と
豊

1
衣
｣
又
は
1浦
｣

猛

ひ
場
合
あ
る
も
､
大
多
数
は
原
則
と
し
雪

麓
｣
に
屠
任
せ
る
畠

で
､
｢旋
｣
の
究
落

む

形
成
す
る
巌

は
怖
々
莞

草

月
よ
遠

大
千
月
に
及
ぶ
-

と
す
る
｡
鷺

に
-

隻

政
讐

L
Vv<
口
密

′lH

陳
謝
俄
髄
之
研
究

三
四セ

二
三



地

球

欝
十
五
各

界
五
昧

三
党

二
田

t5
な
か
や
S,り

な
る
地
よ
-
疎
在
る
地
に
官
姓
を
移
し
て
開
墾
を
強
制
し
ね
が
'
武
士
階
級
ほ
も
｢
甲

宿

｣

と
挿
し

て'
貧
困
在
る

脱
兇
島
城
下
士
或
は
各
外
城
の
衆
中
を

一
時
的
に
他
に
移
し
'
粗
稔
を
免
じ
て
山
野
新
円
閉
業
事
業
は
従
は
し
め
'

其
救
酒
む
計
っ
た
｡
然
し
超
に
は
此
等

｢
中
宿
｣
の
士
は
宜
多
の
出
畑
を
所
有
し
て
財
を
覆
し
'
公
務
に
79
従
事
せ

ず
も
罫
職
に
も
就
か
ず
､
辞
事
績
出
し
た
の
で
願
辞
澄
腕
前
滞
令
を
以
て
之
を
禁
止
し
て
ゐ
る
｡

【
託
】

( ′一ヽ (
4 3 1
＼_. ) し.ノ

鮭
隅
目
地
拙
走
考

に
八
茄
五
千
四
甘
三
十
五
人

.

(2
)

不
棉
郷
胡
瓜

文

化
四
中
前
脚
射
兵
術
氾
蝕
｢
外
埜
榊
士
挿
附
附
し

川
和
榔
記

(
5
)

図 三 第

(分称いし正の盟倣右らか述)鶴の町水車邪魔肝

列
朝
制
庇
節
五
十
二
怨

明
治
三
年
離
淋
布
達
軸栄

蕗

の

形

態

宋
路
の
形
態
は
地
形
及
び
士
分
配
置
の
数
は

儀
で
定
-
､
之
を
分
数
す
る
に
三
大
別
出
凍
る

と
恩
ふ
｡i)･つそ

ん

甘

梅

村

川

格
子
状
を
を
し
た
柿
餅
地
の
形

状
を
と
る
も
の
で
'
格
天
井
､
格
子
等
よ
-
此

名
群
を
附
す
が
､
｢麓
｣
の
栄
藤
中
濃
も
敦
式
的

の
も
の
で
あ
る
｡
出
水
､
間
分
､
垂
水
､
大
口

高
岡
等
現
今
町
制
を
施
-
大
部
分
の
も
の
で
､

概
し
て
大
外
城
を
聴

い
た
地
に
多

い
｡
既
報
各



(るあでL灘が分部きしiEのT-FR傭)灘の村llF市部風1r･

種
の
特
徴
を
敢
79
典
輔
し
､
群
政
時
代
特
は
外

城
と
し
て
の
面
目
を
有
し
､

l
種
の
都
市
計
豊

の
下
に
鍵
設
n
れ
ね
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡
頗

澗
在
る
地
形
を
有
す
る
を
常
と
す
る
｡

E
f

栄
柑

地
形
前
者
に
此
し
平
地
に
乏
し

-
､
中
外
城
を
置

い
た
地
方
に
多

い
｡
自
然
的

聴
連
に
任
せ
た
る
と
見
ら
れ
､
贋
滞
置
煤
後
､

士
農
工
商
混
然
と
し
て
最
も
早
-
｢
麓
｣
の
特
徴

が
崩
壊
し
た
所
で
あ
る
｡

㍑

餌
付

出
端
､
又
は
源
蓮
の
限
ら
れ
た

l

を
辿

っ
た
も
の
と
息
は
れ
る
｡
概
し
て
小
外
城
の
贋
か

れ
花
期
で
あ
る
が
､
志
布
志
'
加
久
藤
'
帖
佐
の
如
き
大
外
城
の
｢
麓
｣
が
此
部
数
中
は
属
す
る
の
は
金
-
地
形
の
閲

係
に
支
配
さ
れ
､
や
む
無
さ
経
基
で
あ
ら
う
｡
街
村
の
形
式
を
と

っ
て
幹
線
道
路
の
両
側
に
発
達
す
る
が
'
蔑
業
の

関
係
上
'
普
通
の
栃
村
に
見
る
如
-
p
商
家
の
軒
を
連
ね
る
と
典

か
.
焼

き
宅
地
と
放
き
馬
場
を
有
す
る
乙
と
は
格

和
'
衆
村
と
婁

-
無
-
､
之
は
他
の

一
般
栄
落
と
著
し

い
差
異
で
あ
る
｡

〔
談
】

(1
)

ポ
梢
正
郎
博
士
に
伐
る
9

他

の
衆

路

と

の
位

置
の
鏑
係

隙
撒
約
数
之
研
究

毒
九

二
五



地

球

筋

十

滋

や

節
ld
舵

二

芭

二
六

｢
鹿

｣
の
地
排
的
位
膳
は
外
敵
に
封
す
る
我
略
上
の
婁
地
を
占
め
､

城
山
を
背
蔀
に
､
他
の
栄
群
に
比
し

て
一
段
高

さ
地
域
に
付
す
る
を
普
通
と
す
る
｡
出
水
'
伊
集
院
'
高
岡
､
此
屋
の
如

き
其
顕
著
な
例
で
､
出
水
に
は
｢
高
屋
放
し

の
栴
呼
ru
え
あ
る
｡
主
琴
父
通
路
は
概
し
て
､
｢
能
｣
の
中
心
を
外
れ
tJ
附
近
に
通
ぜ
ら
れ
､
町
人
の
｢
町
｣
又
は

｢
野

町
｣
が
僅
か
は
街
村
状
を
な
し
て
｢
麓
｣
に
通
る
O
宵
姓
の
｢在
｣
漁
夫
の
｢浦
｣
は
｢聡
L
の
位
置
を
離
れ
て
別
に
栄
落
す

る
を
普
通
と
L
t
此
塵
に
も
亦
交
通
孤
の
中
心
を
な
す
朋
に
｢
町
｣
｢
野
町
｣
が
磯
逢
し
程
る
｡
武
士
以
外
の
庶
民
階
級

は
主
と
し
て
宵
姓
ほ

て､
エ
商
と
排
も
多
-
百
姓
の
兼
業
な
る
原
始
的
状
態
HLJ出
で
ず
p
工
鏑
の
見
る
可

き
も
の
が

無

い
.
之
れ
本
俸
の
僅
置
西
陣
の
地
に
任
し
て
問
境
に
高
峻
な
る
山
岳
連
か
.
殆
ど
他
藩
と
の
交
通
を
遮
断
し
.(良

給
自
足
に
依
る
食
粗
問
題
解
決
の
た
め
農
業
が
特
は
奨
励
さ
れ
､
他
の
省
み
ら
れ
無
か
つ
ね
滞
日裾
に
依
る
と
瓜
ふ
｡

｢
麓
｣
は
軍
部
的
､
政
治
的
中
心
地
で
は
あ
っ
た
が
､
必
L
も
経
済
的
中
心
地
で
は
な
か
っ
た
｡
農
村
経
済
は
矢
張

｢庇
｣
に
連
れ
る
｢
町
｣
｢
野
町
｣
或
は
｢
在
｣
｢浦
｣
の
｢
町
｣
｢
野
町
｣
を
中
心
は
行
は
れ
､
苗
場
の
如

き
此
あ
ほ
登
逢
し
た
｡

川

其
記
録
に
現
は
る
る
の
は
比
校
的
近
世
で
､
些
草
境
を
以
て
市
場
許
可
の
瀬
切
と
し
.
其
組
織
も
王
朝
時
代
に
見
る

3

二
日
市
､
三
日
市
の
如

き
初
歩
の
定
期
市
で
.
常
設
市
場
で
は
無
か
つ
ね
｡
武
士
の
口
用
晶
は
多
-
門
地
の
百
姓
が

納
入
し
た
.
耕
地
を
給
興
さ
れ
て
舶
皆
に
生
槽
を
保
証
さ
れ
た
筈
の
支
配
階
級
た
る
外
城
東
中
の
日
常
も
必
L
も
裕

福
な
る
も
の
で
無
-
､
ー小
身
者
に
至
っ
て
は
寧
ろ
生
活
難
に
幡
ま
さ
れ
.
払
色
､
傘
の
骨
例
み
､
櫛
引
'
衣
服
竿
等

の
内
職
数
行
以
'
婦
人
は
裁
縫
､
洗
眼
'
三
月
の
節
句
前
に
は
紹
ふ
け
鞠
､
押
紺
等
夜
陰
は
乗
じ
で
呼
責
し
た
79
の

で
あ
る
O

H
謙

山

ハ

l
)

小
が
北
淡
畑
土

粥
畑
jd
爪
印浦
ノ
門
判
別
比

(
-
)

列
h朋
制
臆
約
十
二
仙廿



(

8
)
列
肋
制
蛇

約

十

二
侮

.q
咽
銀
節
七
億

(4
)

仰
地
加
茂
七

仙蹴
満
批
骨

制

聡

の

.t
跳

比
見
出
鵬
W敵
背

訓
衣
骨

蕊
創
刊
批

(
未
完
)

秋
雷
電
に
放
け
る
ド
-
1
ネ
の
人
文
地
理
的
考
察

館

林

覚

書

｢

は
し
が
普

長
門
秋
音
轟
が
我
閥
に
於
け
る
最
も
優
れ
た
カ
ル
ス

ト
地
形
の
所
有
者
で
あ
り
'
且
故
小
棒
博
士
に
依
っ
て

開
明
せ
ら
れ
た
る
如
-
､
地
質
撃
上
興
味
あ
る
デ
ブ
ケ

ン
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
,J
と
は
'
飴
ら
に
も
有

名
な
事
薯
で
あ
る
が
､
末
だ
其
人
文
地
理
撃
的
研
究
の

憤
値
を
醒
め
'
其
研
究
の
結
果
を
詳
報
せ

る

人

は
覆

い
｡
蓋
し
､
期
の
如
p
,特
殊
盈
坤
純
在
る
地
域
内
に
於

て
こ
そ
､
環
境
に
支

配
せ
ら
る
J
人
頻
の
文
化
活
動
が

-i屠
明
確
に
認
織
せ
ら
る
べ
p
Jを
以
て
私
は
数
次
の
地

貿
及
地
形
の
見
撃
に
際
L
V

'
特
は
注
意
し
観
察
し
得

た
る
二
二
二
の
轟
寛
恕
､
攻
は
摘
錐
す
る
乙
と
ゝ
す
る
元

秋
吉
韻

に
於
け
る

ド
リ
ー

ホ
の
人
文
地
淵
的
考
･:祭:

楽
カ
ル
ス
ト
地
方
は
､
土
地
の
性
質
上
給
水
に
乏
し

き

機
動
不
毛
の
地
が
多

い
が
'
此
魔
で
旦

蛍
地
上
に
灼

野

森
林
の
見
る
べ
き
IF5-̂
の
在
-
､
草
原
あ
-
と
も
牧
羊
の

嘩
歩
む
許
さ
ず

､
地
形
上
迷
路
多
き
道
路
は
'
徒
ら
に

蔵
人
を
苦
し
要
し
ひ
る
乙
L
･左

上

従
っ
て
衆
群
の

登
連
す
る
夜
-
､
大
部
分
の
寂
審

た
る
草
原
又
は
カ
レ

ン
フ

エ

ル
ド
は
､
陸
軍
滑
習
地
其
他
と
し
て
存
在
の
債

倍
を
有

す
る
に
過
ぎ
な

い
｡
然
し
､
斯
る
基
地
ほ
て
も

姦
地
特
有
の
土
地
利
用
法
が
あ
-
'
少
-
と
･9
過
去
に

於
で
は
人
埠
の
経
済
生
活
と
利
皆
の
交
渉
を
揮
っ
て
ゐ

た
｡
以
下
記
す
と
rJ
ろ
は
甚
だ
杜
撰
の
磯
-
牢
免
れ
な

い
が
､
士
地
利
川
法
其
他
に
関
す
る
瞥
見
の
大
要
で
あ

.L･TS.
一

二
･')


